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第７回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成２９年１２月２５日（月曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第１６号 農用地の賃貸借に係る合意解約について            １件 

第 ５ 報告第１７号 農用地利用関係調整・あっせん申出に係る 

あっせん委員の指名について                 １件 

 第 ６ 報告第１８号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について          ２件 

第 ７ 議案第２２号 現況証明願について                     ２件

第 ８ 議案第２３号 農業振興地域整備計画の変更について             ２件 

第 ９ 議案第２４号 農地法第３条の規定による許可申請について          １件

第１０ 議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請について          １件 

第１１ 議案第２６号 農用地の買入協議に係る要請について             ２件 

第１２ 議案第２７号 農用地利用集積計画の作成の要請について           ３件 

  

 

 

○出席委員（１４名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ４番 橘  澄子 君 

   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君   ７番 森田 享子 君 

   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君  １０番 平間  清 君 

  １２番 熊谷 英二 君  １３番 津野  斉 君  １４番 笛木 眞一 君 

  １５番 髙橋 政寿 君  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ １名） 

   ●●番 ●● ●● 君 

 

○欠席委員（ ２名） 

    ３番 髙原 文男 君  １１番 類瀬 正幸 君 

     

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 若松  務 君         

主  任 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第７回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１４名、欠席２名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時２８分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

○会長（佐  日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       １４番・笛木君   １番・澁谷君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第７回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第１６号 

 日程第４。報告第１６号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、内

容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                    （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 報告第１６号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が
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あったので報告するものであります。 

合意解約の通知があった土地の表示、別紙のとおり１件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、

●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字オソツベツ６４８－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，６９０㎡外１筆、合計の面積は８５，９４９㎡。 

 設定内容は、賃貸借。 

 契約年月日は、平成２８年３月２４日。 

 契約期間は、平成２８年３月２４日から平成３２年７月３０日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日は、平成２９年１１月２７日。 

 以上であります。 

 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第１６号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

                                    （●●●●君復席） 

 

◎報告第１７号 

 日程第５。報告第１７号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあ

っせん委員の指名について、内容１件を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 報告第１７号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●、●●●●さん。 

 申出面積、５８．０ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年１１月２９日。 

 申出の種類、売買。 
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 指名あっせん委員、澁谷委員、高松委員、平間委員、熊谷委員。 

 以上です。 

番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第１７号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１８号 

 日程第６。報告第１８号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第１８号についてご説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、髙原委員、大泉委員、熊谷委員。 

 報告年月日、平成２９年９月６日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字標茶６４６－２。 

 現況地目、畑。 

面積、５２，６５８㎡外４３筆、合計面積は７３０，６９３㎡となっております。 

一時貸付予定者については、●● ●さんとなっております。 

 なお、番号１につきましては、あっせん委員である笛木委員より報告をお願い致します。 

 １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第１８号、番号１について報告致します。 

平成２９年８月２２日に、あっせん委員の指名があり、８月２８日に髙原委員、大泉委員、熊谷
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委員と、私と、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長

に互選されました私より、●● ●さんに価格を提示したところ、譲渡の承認を得ましたので、９

月６日に●●●●●において、第２回あっせん委員会を開催し、地元農地部会を中心に、買受希望

者を調整したところ、●●さんに決定致しましたが、譲渡人より公益財団法人 北海道農業公社に

よる農地保有合理化事業の実施の要望がありましたので、町に対し買入協議の要請を行うものです。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１４番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、大泉委員。 

 あっせん委員、髙原委員、笛木委員、渡邊委員。 

 報告年月日、平成２９年１１月２０日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字多和１６０－２。 

 現況地目、畑。 

面積、５０，４２９㎡外５筆、合計面積３６５，７１４㎡。 

価格、１２，５１６，０００円。 

一時貸付予定者、●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字多和１６１－１３。 

 現況地目、畑。 

面積、９，８７６㎡外８筆、合計面積は９８，１６５㎡となっております。 

価格につきましては、４，２０５，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さん。 
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合計で１５筆、面積が４６３，８７９㎡、合計価格が１６，７２１，０００円となっております。 

 なお、番号２につきましては、あっせん委員長である大泉委員より報告をお願い致します。 

○  ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉。 

 報告第１８号、番号２について報告致します。 

平成２９年１０月１０日に、あっせん委員の指名があり、１０月２４日に髙原委員、笛木委員、

渡邊委員と私、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長

に互選されました私より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承認を得ましたので、１

１月８日に●●●●●●●において、第２回あっせん委員会を開催し、買受希望者を調整しところ、

●●●●さんに決定致しましたが、一部申出の譲受者が決定にいたらなかったため、参集範囲を広

げ、１１月２０日に役場中会議室において、第３回あっせん委員会を開催し、買受希望者を調整し

たところ、●●●● ●●●●●●さんに決定致しましたが、譲渡人より公益財団法人 北海道農

業公社による農地保有合理化事業の実施の要望がありましたので、町に対し買入協議の要請を行う

ものです。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、８番・大泉君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第１８号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎議案第２２号 

 日程第７。議案第２２号、現況証明願について、内容２件を議題と致し

ます。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第２２号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり２件であります。 

 番号１。 

 土地の所在、字オソツベツ５１４－８の内。 
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 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、９，０８５㎡。 

 農地区分は、一般民有地。 

 利用状況は、未利用地。 

 所有者名、●●●●●さん。 

申請者名、●●●● ●●● ●●●●● ●● ●さん。 

 調査委員は、澁谷委員、高松委員、平間委員、髙橋委員。 

 調査年月日は、平成２９年１２月１３日であります。 

 なお、現地調査につきまして、高松委員より報告をお願い致します。 

 ２番・高松君。 

○２番（高松 俊男君） ２番・高松。 

 議案第２２号、番号１について報告致します。 

 １２月８日付けで調査依頼があり、１２月１３日に調査してまいりました。 

 調査委員につきましては、澁谷委員、平間委員、 委員と事務局からは若松係長と私とで、現 

地調査を行ってまいりました。 

 現地の状況は、配布資料の１ページから３ページをご覧下さい。 

 この土地は、過去から農用地としての利用は無かった部分であり、未利用地となっております。 

現地調査の結果、農地採草放牧地以外であることを確認しました。 

 詳細につきましては、ただ今事務局が説明したとおりです。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、２番・高松君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野５６－１。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、１５，５２７㎡外１筆、合計の面積６９，２５７㎡。 

 農地区分は、一般民有地。 
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 利用状況は、ヌマオロ原野５６－１が雑種地、ヌマオロ原野基線１００－２が農業施設用地。 

 所有者名は、●●●●さん。 

申請者名は、●●●●さん。 

 調査委員は、澁谷委員、高松委員、平間委員、髙橋委員。 

 調査年月日は、平成２９年１２月１３日であります。 

 なお、現地調査の結果につきまして、 委員より報告をお願い致します。 

 １５番・ 君。 

○１５番（  政寿君） １５番・ 。 

 議案第２２号、番号２について報告致します。 

 １２月１１日付けで調査依頼があり、１２月１３日に調査してまいりました。 

 調査委員につきましては、澁谷委員、高松委員、平間委員と、事務局から若松係長と私で現地調 

査を行ってまいりました。 

 現地の状況は、配布資料の４ページから６ページをご覧下さい。 

 ヌマオロ原野５６－１は、一部通路そのほかは未利用地、そして農業用施設用地。 

ヌマオロ原野基線１００－２は、過去から農業用施設用地となっております。 

現地調査の結果、農地採草放牧地以外であることを確認しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、１５番・ 君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２は原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２２号、内容２件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第２３号 

 日程第８。議案第２３号、農業振興地域整備計画の変更について、内容

２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 議案第２３号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 



9 

 

 番号１。 

 区分、除外。 

 地番、字多和４６６番１６。 

 現況地目、畑。 

 面積、７５２㎡。 

 事業計画の名称、農家住宅建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、住宅１６４．１７㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家住宅を建設するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は、住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には

農用地等以外の代替地も無く、周辺農用地への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであ

ります。 

 番号１につきましては、渡邊委員に報告をお願いしたいと思います。 

 宜しくお願い致します。 

 ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊 裕義君） ９番・渡邊です。 

 議案第２３号、番号１について報告致します。 

 １２月４日に事務局より調査の依頼がありました。 

１２月１５日に嶋中委員、熊谷委員、私、相撲局長、若松係長で現地調査を行っております。 

 申請地は参考資料の７ページから１０ページに記載されております。 

 この案件は、●●、●●●●さんが農家住宅を建設するための、農振農用地区域内の農地を農地

以外にすることを標茶町に申請をし、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたものであ

ります。 

 調査の結果、住宅の建設地となることは妥当と判断をし、問題ないと思われます。 

この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外をしようとする面積は記載のとおり確

認をしております。 

 除外しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおり確認をしております。 

 当該地は、周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断をいたしました。 

 以上報告と致します。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました９番・渡邊君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 
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 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 番号２。 

 区分、除外。 

 地番、字ヌマオロ原野基線１００番２。 

 現況地目、雑種地。 

 面積、４４４㎡。 

 事業計画の名称、農家住宅建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、住宅８３．６３㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家住宅を建設するものであります。 

 土地選定の理由、当該地は、住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には

農用地等以外の代替地も無く、周辺農用地への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであ

ります。 

 番号２につきましては、調査委員であります髙橋委員より報告をお願い致します。 

 １５番・髙橋君。 

○１５番（  政寿君） １５番・髙橋です。 

 議案第２３号、番号２について報告致します。 

 １２月１１日に事務局より調査の依頼があり、１２月１３日に澁谷委員、高松委員、平間委員と

私、事務局より若松係長で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１１ページから１４ページに記載されております。 

 この案件は、●●の●●●●跡地に、来年度新規就農予定の●●●●さんが農家住宅を建設する

ために、農振農用地区域内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどう

かの意見を町より求められたものであります。 

 調査の結果、住宅の建設地とすることは妥当と判断し、問題ないと思われます。 

この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外をしようとする面積は記載のとおり確

認をしております。 

 除外しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおり確認をしております。 

 当該地は、周辺に代替地もなく、周辺農用地への影響も軽微なことからやむを得ないものと判断

をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１５番・髙橋君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 
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（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長  ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２３号、内容２件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第２４号 

 日程第９。議案第２４号、農地法第３条の規定による許可申請について

内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第２４号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西標茶５２－５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５，５８６㎡外１筆、合計面積は４４，０５１㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人は相手方要望、譲受人は粗飼料確保のため。 

 資金調達の方法及び価格、資金借入２００，０００円。 

 世帯員又は構成員、譲渡人は２名、譲受人は４名となっております。 

 畑、採放地につきましては、譲渡人が４４，０５１㎡、譲受人が５７３，２３３㎡となっており

ます。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号１につきましては、調査委員であります平間委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） １０番・平間です。 

議案第２４号、番号１について報告致します。 

１１月２４日に事務局より調査の依頼があり、１２月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

売主の●●●●さんは、譲受者である●●●●さんの要望により今回の申請となりました。 

●●さんが申請地を取得後、この農地すべてについて耕作を行い、農作業に常時従事し、これま

で同様に周辺農地への影響はなく、効率的に利用することが見込まれると判断致します。 
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●●さんの耕作する農地面積は、約６１ｈａとなりますので、下限面積要件を満たしています。 

これらの調査の結果から、許可については問題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１０番・平間君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第２４号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第２５号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第２５号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て、内容１件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第２５号について説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請について、農地法第５条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示については、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字多和４６６－１６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７５２．００㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域除外手続中。 

 契約内容、所有権移転。 

 転用目的、農家住宅の建設。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 転用面積、農家住宅１棟１６４．１７㎡、車庫１棟５２．９９㎡、駐車場１１３．７７㎡、家庭

菜園１４５．５２㎡、通路２７５．８６㎡。 

 事業費、３７，０００，０００円。 

 なお、番号１につきましては、調査委員が嶋中委員、渡邊委員、熊谷委員となっておりますが、

渡邊委員より報告をお願い致します。 
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○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊 裕義君） ９番・渡邊です。 

議案第２５号、番号１について報告します。 

１２月４日に事務局より調査依頼がありまして、１２月１５日に、嶋中委員、熊谷委員と私、事

務局より相撲局長、若松係長で現地調査を行っております。 

申請地は参考資料７ページから１０ページに記載されておりますのでご覧下さい。 

申請者は譲受者の●●●●さんで、売主の●●●●さんの土地を、農家住宅の設置を目的として、

転用の申請をするものであります。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおり確認

しております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断を致します。 

転用する契約内容及び転用目的、転用計画について記載のとおり確認をしております。 

実行性、信用力について、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当な

面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は、原則不許可ですが、今後も営農を継続するために必要な施設の建設

であることからこの転用について問題はないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました９番・渡邊君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第２５号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第２６号 

 日程第１１。議案第２６号、農用地の買入協議に係る要請について、内

容２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 
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 議案第２６号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人北海道農業公社によ

る買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議の

要請をすることについて議決を求めるものであります。 

 所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地については、別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 申出年月日、平成２９年８月２２日。 

 土地の所在、字標茶６４６－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５２，６５８㎡外４３筆、合計面積は７３０，６９３㎡となっております。 

 続いて番号２。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出年月日、平成２９年１１月２０日。 

 土地の所在、字多和１６０－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５０，４２９㎡外１４筆、合計面積は４６３，８７９㎡となっております。 

 以上です。 

 以上をもって番号１から番号２まで内容２件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

  （｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第２６号、内容２件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第２７号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１２。議案第２７号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容３件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第２７号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 
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 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり３件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●● ●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別４３９－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１５７，９８３㎡外９筆、合計の面積が４９８，５９５㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成３０年１月９日。 

対価の支払期限は、平成３０年２月１４日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、３４，２９３，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、あっせん案件でありますので改めての現地調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号１については、原案可決されました。 

続いて番号２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） 

番号２について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ４０８－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５，０６２㎡外４筆、合計の面積が９９，３９３㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成３０年１月９日から平成３２年１０月２９日まで。 
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土地の引渡時期は、平成３０年１月９日。 

金額は、年間２００，０００円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、現地調査につきまして澁谷委員に依頼させていただきました、澁谷委員より報告をお願い

致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

 議案第２７号、番号２について報告致します。 

 １２月１１日付けで調査依頼がありまして、１２月１３日に調査してまいりました。 

 利用権設定等の農地については、新規の賃貸契約で、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは、すでに休農され農地を賃貸するものです。 

 借主の●●●●さんは、農地を借受け経営規模を拡大、粗飼料の確保を図るということでした。 

 この賃貸契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用し、

耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１番・澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 続いて番号３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号３について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１５線東１２－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積は、２３，３２１㎡外６筆、合計の面積が１１６，２１１㎡。 

 利用権設定等の種類は、使用貸借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、使用貸借。 
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 利用権の期間は、平成３０年１月９日から平成５６年１月２６日まで。 

 土地の引渡時期は、平成３０年１月９日。 

金額は、無償。 

支払方法は、なし。 

なお、番号３につきましては、現地調査につきまして森田委員に依頼しておりました。 

森田委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

○７番（森田享子君） ７番・森田です。 

 議案第２７号、番号３について報告致します。 

 １２月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、１２月１９日に現地調査をしてまいりま

した。 

 利用権設定等の農地については、新規の使用貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは、後継者へ農地を貸付けるものです。 

 借主の●●●●さんは、農地を借受け自給飼料の確保を図るということでした。 

 この使用貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用

して、耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断致しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました７番・森田君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２７号、内容３件は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第７回標茶町農業委員会総会に付議されました案件

の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第７回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

（午前１１時１４分閉会） 

 


